
 

和泉市産業振興プラザ条例の一部を改正する条例制定について 

 

環境産業部産業振興室   

 

１ 主な改正の理由 

和泉市産業振興プラザは、北館と南館からなり、北館はＪＳＴイノベーションプ

ラザ大阪（独立行政法人科学技術振興機構所有）から本市が１０年間の機能継承を

条件に、無償で譲り受けたものである。 

令和４年度末において、その機能継承の条件を満了するが、近年の産業構造の変

化により、様々な業種に対して、地域経済の発展や新産業の発掘など、産業の情報

発信施設としての役割がより一層求められているところである。 

そこで、産業振興に係るノウハウとネットワークを有する和泉市商工会議所に対

して、ＪＳＴイノベーションプラザ大阪の機能を引き続き継承し、さらなる拡充を

図る必要がある。 

以上のことから指定管理料や大規模改修費用の削減を図るとともに、ＪＳＴイノ

ベーションプラザ大阪の機能を維持し、より効果的な事業展開を図るために産業振

興プラザ北館を和泉商工会議所に無償譲渡するに当たり、規定の整備を行う必要が

ある。 

 

２ 主な改正の内容 

（１）産業振興プラザ北館の無償譲渡に伴う規定整備 

   第１条、第３条、第４条、第１２条、第１９条及び別表において、北館に係る

規定を削除する。 

（２）事業内容の見直し 

   第２条において、事業内容に係る規定を改正する。 

（３）延長期間の設定 

   第６条第２項において、利用許可の期間が更新された団体は引く続くこととな

る期間は１０年を超えてはならないこととなっているが、利用者が他にいない場

合は期間を設定し、延長することができるとされている。 

   今回その期間を実情に合わせ５年を限度として設定するよう規定を改正する。 

  

３ 施行期日 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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